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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
日
本
道
路
公
団
等
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
へ
の
天
下
り
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
国
土
交
通
省
が
「
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
し
直
ち
に
取
り
組
む
事

項
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
た
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
以
降
に
阪
神
高
速
道
路
公
団
を
退
職
し
た
職
員
が
、
子
会
社
・
関

連
会
社
（
平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
に
阪
神
高
速
道
路
公
団
が
発
表
し
た
「
阪
神
高
速
道
路
公
団
の
行
政
コ
ス
ト
計
算
書

（
平
成
十
三
年
度
）
の
公
表
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
子
会
社
及
び
関
連
会
社
」
と
さ
れ
た
二
十
五
社
を
い
う
。
以
下
「
二

十
五
社
」
と
い
う
。
）
の
役
員
に
就
任
し
た
事
例
は
な
く
、
ま
た
、
二
十
五
社
の
職
員
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
の
関
連
公

益
法
人
の
役
職
員
に
就
任
又
は
就
職
し
た
事
例
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
（
以
下
「
道
路
関
係
四
公

団
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
以
降
に
道
路
関
係
四
公
団
を
退
職
し
た
職

員
が
、
子
会
社
・
関
連
会
社
（
平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
に
日
本
道
路
公
団
が
発
表
し
た
「
日
本
道
路
公
団
の
行
政
コ
ス
ト

計
算
書
（
平
成
十
三
年
度
）
の
公
表
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
子
会
社
及
び
関
連
会
社
」
と
さ
れ
た
八
十
四
社
（
以
下
「
八

一



十
四
社
」
と
い
う
。
）
、
同
日
に
首
都
高
速
道
路
公
団
が
発
表
し
た
「
首
都
高
速
道
路
公
団
の
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
（
平
成

十
三
年
度
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
子
会
社
及
び
関
連
会
社
」
と
さ
れ
た
十
二
社
及
び
二
十
五
社
を
合
わ
せ
た
百
二
十
一

社
を
い
う
。
以
下
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
に
就
任
し
た
事
例
は
な
い
。
ま
た
、
道
路
関
係
四
公
団
か
ら
の
報
告

に
よ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
前
に
道
路
関
係
四
公
団
を
退
職
し
て
い
た
職
員
で
同
日
以
降
に
子
会
社
等
の
役
員
に

就
任
し
た
事
例
（
同
日
前
に
当
該
子
会
社
等
の
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
道
路
関
係
四
公
団
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
道
路
関
係
四
公
団
を
退
職
し
た
職
員
が
、
平
成
十
五
年
三
月
二

十
日
以
降
に
子
会
社
等
の
職
員
に
就
職
し
た
事
例
は
、
道
路
関
係
四
公
団
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
別
表
第
三

の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
以
降
に
日
本
道
路
公
団
の
出
身
者
が
八
十
四
社
の
役
職
員
に
就
任
又
は
就
職
し
た
事
例
に
つ
い

て
、
同
公
団
に
報
告
を
求
め
た
が
、
同
公
団
に
お
い
て
は
八
十
四
社
の
社
長
以
外
の
役
職
員
の
事
例
に
つ
い
て
把
握
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
報
告
し
な
か
っ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二



平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
に
国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
関
し
直
ち
に
取
り
組
む
事
項
に

つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
「
公
団
職
員
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
役
員
に
就
任
し
な
い
」
旨
の
方
針
を
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
回
、
道
路
関
係
四
公
団
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
た
事
例
は
、
子

会
社
等
の
職
員
及
び
関
連
公
益
法
人
の
役
職
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
別
表
第
二
に
掲
げ
た
事
例
は
、
お
尋
ね
の
平

成
十
五
年
三
月
二
十
日
時
点
で
は
既
に
道
路
関
係
四
公
団
の
職
員
で
は
な
か
っ
た
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
別
表
第

三
に
掲
げ
た
事
例
は
、
子
会
社
等
の
職
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
事
例
も
右
の
方
針
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
各
子
会
社
等
の
役
員
の
選
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
株
主
総
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
土
交
通
省

が
直
接
こ
れ
に
関
与
す
る
権
限
は
な
い
が
、
各
子
会
社
等
は
、
右
の
方
針
も
踏
ま
え
て
、
役
員
の
選
任
を
行
っ
た
も
の
と
承

知
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
各
子
会
社
等
に
お
い
て
は
、
右
の
方
針
に
適
切
に
対
応
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

三
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